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第１条 豊明市非常勤一般職員の任用、勤務条件等に関する条例（平成２５年豊明市条例第３５号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（略） （廃止） 

 

第２条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２４年豊明市条例第２９号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（給与条例の適用除外） （給与条例の適用除外） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第１５条第２項の規定の

適用については、給与条例第１５条第２項中「再任用短時間勤務職員」

とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２４年

豊明市条例第２９号）第４条の規定により採用された職員（以下「任

期付短時間勤務職員」という。）」と、給与条例第１６条第３項及び

第４項ただし書並びに第２５条中「再任用短時間勤務職員」とあるの

は「任期付短時間勤務職員」とする。 

２ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第１５条第２項の規定の

適用については、給与条例第１５条第２項中「再任用短時間勤務職員」

とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２４年

豊明市条例第２９号）第４条の規定により採用された職員（以下「任

期付短時間勤務職員」という。）」と、給与条例第１６条第３項及び

第４項ただし書＿＿＿＿＿＿＿中「再任用短時間勤務職員」とあるの

は「任期付短時間勤務職員」とする。 
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第３条 公益的法人等への職員の派遣に関する条例（平成１３年豊明市条例第３１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 地方公務員法第２２条第１項に規定する条件付採用になって

いる職員(市長が定める職員を除く。) 

（３） 地方公務員法第２２条   に規定する条件付採用になって

いる職員(市長が定める職員を除く。) 

（４）・（５） （略） （４）・（５） （略） 

 

第４条 豊明市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１８年豊明市条例第６号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（報告事項） （報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況の関し、任命権者が

報告しなければならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及

び非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員を                  

    除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とす

る。 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況の関し、任命権者が

報告しなければならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及

び非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員及び同法第２２条の２第１項第２号に掲げ

る職員を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とす

る。 

（１）～（１１） （略） （１）～（１１） （略） 
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第５条 豊明市職員の分限の手続及び効果に関する条例（昭和４７年豊明市条例第２０号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（休職の効果） （休職の効果） 

第３条 法第２８条第２項第１号の規定に該当する場合における休職

の期間は、３年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、

個々の場合について任命権者が定める。 

第３条 法第２８条第２項第１号の規定に該当する場合における休職

の期間は、３年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、

個々の場合について任命権者が定める。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 ４ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１

項の規定の適用については、同項中「３年を超えない範囲内」とある

のは、「法第２２条の２第１項及び第２項の規定に基づき任命権者が

定める任期の範囲内」とする。 

 

第６条 豊明市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和４７年豊明市条例第２３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（減給の効果） （減給の効果） 

第３条 減給は、１日から６月までの範囲内において任命権者が定め

る期間、給料の合計額の                     

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿１０分の１以下において任命権者が定める額を減ずるも

のとする。 

第３条 減給は、１日から６月までの範囲内において任命権者が定め

る期間、給料及びこれに対する地域手当の合計額（地方公務員法第２

２条の２第１項第１号に掲げる職員にあっては、報酬の額（豊明市パ

ートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和

元年豊明市条例 号）第１１条から第１３条までに規定する報酬の額

を除く。））の１０分の１以下において任命権者が定める額を減ずるも

のとする。 
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第７条 豊明市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年豊明市条例第１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（非常勤職員の勤務時間、休暇等） （パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等） 

第１８条 非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。）の勤務 

時間、休暇等については、第２条から前条までの規定にかかわら 

ず、豊明市非常勤一般職員の任用、勤務条件等に関する条例（平 

成２５年豊明市条例第３５号）に定めるところによる。 

第１８条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等につ 

いては、第２条から前条までの規定にかかわらず、規則で定める。
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第８条 豊明市職員の育児休業等に関する条例（平成４年豊明市条例第１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） （育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 給与条例第２１条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業

をしている職員のうち                     

             、基準日以前６月以内の期間において勤

務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

２ 給与条例第２１条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業

をしている職員（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年

度任用職員を除く。）のうち、基準日以前６月以内の期間において勤

務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） （育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） 

第８条 育児休業をした職員が                 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿職務に復帰した場合において、

他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の

期間を１００分の１００以下の換算率により換算して得た期間を引続

き勤務したものとみなして、市長が規則で定めるところにより、その

者の号給を調整することができる。 

第８条 育児休業をした職員（地方公務員法第２２条の２第１項に規

定する会計年度任用職員を除く。）が職務に復帰した場合において、

他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の

期間を１００分の１００以下の換算率により換算して得た期間を引続

き勤務したものとみなして、市長が規則で定めるところにより、その

者の号給を調整することができる。 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） （部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第２１条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その

勤務しない１時間につき、給与条例第２３条第２項に規定する勤務１

時間当たりの給与額（非常勤職員にあっては、豊明市非常勤一般職員

の任用、勤務条件等に関する条例（平成２５年豊明市条例第３５号）

第５条第１項及び第９条の規定に基づく勤務１時間当たりの報酬額）

を減額して支給する。 

第２１条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その

勤務しない１時間につき、給与条例第２３条第２項に規定する勤務１

時間当たりの給与額（非常勤職員にあっては、豊明市パートタイム会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年豊明市条

例 号）第１７条第２項の規定に基づく勤務１時間当たりの報酬額）

を減額して支給する。 
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第９条 豊明市職員の給与に関する条例（昭和４７年豊明市条例第３４号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（時間外勤務手当） 

第１６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前３項の規定にかかわらず、勤務時間条例第５条の規定によ

り、あらかじめ勤務時間条例第３条第２項又は第４条第１項の規定

により割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下この項において

「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）以外の時間に勤務す

ることを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時

間以外の時間に勤務した全時間について、勤務１時間につき、第２

３条第１項に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の２

５から１００分の５０までの範囲内で市長が規則で定める割合を

乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、再任用短

時間勤務職員が、勤務時間条例第５条の規定により、割振り変更前

の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間と

その勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合

計が３８時間４５分に達するまでの間の勤務については、この限り

でない。 

５～７ （略） 

（非常勤職員の報酬等） 

（時間外勤務手当） 

第１６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前３項の規定にかかわらず、勤務時間条例第５条の規定によ

り、あらかじめ勤務時間条例第３条第２項又は第４条第１項の規定

により割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下この項において

「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて    勤務す

ることを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時

間を超えて    勤務した全時間について、勤務１時間につき、第２

３条第１項に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の２

５から１００分の５０までの範囲内で市長が規則で定める割合を

乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、再任用短

時間勤務職員が、勤務時間条例第５条の規定により、割振り変更前

の正規の勤務時間を超えて    した勤務のうち、その勤務の時間と

その勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合

計が３８時間４５分に達するまでの間の勤務については、この限り

でない。 

５～７ （略） 

（非常勤職員の給与） 

第２５条 常時勤務を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。)

に支給する報酬等については、第２条から前条までの規定にかかわ

第２５条 常時勤務を要しない職員（再任用短時間勤務職員を除く。）

の給与は、任命権者が常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の



議案第８４号参考資料 

7/7 

らず、豊明市非常勤一般職員の任用、勤務条件等に関する条例(平

成２５年豊明市条例第３５号)に定めるところによる。 

範囲内で支給するものとする。 

 

 ２ 前項の常時勤務を要しない職員には、他の条例に別段の定めがな

い限り、前項の給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。 

 

第１０条 豊明市職員の旅費に関する条例（昭和４８年豊明市条例第３１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０

４条第３項の規定に基づき、公務のために旅行する職員（以下この条

例において職員とは、市長、副市長及び一般職の職員を       

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿いう。）に対し支給する旅費について必要な事項を定

めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０

４条第３項の規定に基づき、公務のために旅行する職員（以下この条

例において職員とは、市長、副市長及び一般職の職員（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号に掲げる職

員を除く。）をいう。）に対し支給する旅費について必要な事項を定

めるものとする。 

（旅費の支給） （旅費の支給） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 職員が前項第１号又は第４号の規定に該当する場合において、地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条第２号から第５号

又は第２９条第１項各号の規定により退職等となった場合には、前項

の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。 

３ 職員が前項第１号又は第４号の規定に該当する場合において、地

方公務員法第１６条第２号              から第５号

又は第２９条第１項各号の規定により退職等となった場合には、前項

の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。 

４～６ （略） ４～６ （略） 
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豊明市職員の給与に関する条例（昭和４７年条例第３４号）新旧対照表 （第１条関係） 

現行 改正後（案） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従

い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、

任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ご

との総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従

い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、

任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ご

との総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しく

は失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失

職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受け

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に            １００分の９２．

５                       を乗じて得

た額の総額 

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しく

は失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失

職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受け

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に、６月に支給する場合には１００分の９２．

５、１２月に支給する場合には１００分の９７．５を乗じて得

た額の総額 

 （２）  （略） （２）  （略） 

３～６ （略） ３～６ （略） 
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豊明市職員の給与に関する条例（昭和４７年条例第３４号）新旧対照表 （第２条関係） 

現行 改正後（案） 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条から第

２０条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれ

ぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規

則で定める日（次条及び第２０条の３第１項においてこれらの日を

「支給日」という。）に支給する。これらの基準日前１箇月以内に

退職し、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の

規定により失職し、又は死亡した職員（第２６条第６項の規定の適

用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。）についても

同様とする。 

第２０条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条から第

２０条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれ

ぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規

則で定める日（次条及び第２０条の３第１項においてこれらの日を

「支給日」という。）に支給する。これらの基準日前１箇月以内に

退職し                             

        、又は死亡した職員（第２６条第６項の規定の適

用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。）についても

同様とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、若 

しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失

職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶

養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とす

る。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、若 

しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失

職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶

養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とす

る。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

第２０条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲

げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給

しない。 

第２０条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲

げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給

しない。 
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（１） （略） （１） （略） 

（２） 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法

第２８条第４項の規定により失職した職員（法第１６条第１号に

該当して失職した職員を除く。） 

（２） 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法

第２８条第４項の規定により失職した職員           

                

（３） 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に離職した職員(前２号に掲げる者を除く。)

で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮
こ

以上の

刑に処せられたもの 

（３） 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に離職した職員(前２号に掲げる者を除く。)

で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の

刑に処せられたもの 

（４） 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処

分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられ

たもの 

（４） 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処

分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられ

たもの 

第２０条の３ （略） 第２０条の３ （略） 

（１） 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴

に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限り、

刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式

手続によるものを除く。第３項において同じ。）をされ、その判

決が確定していない場合 

（１） 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴

に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、

刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式

手続によるものを除く。第３項において同じ。）をされ、その判

決が確定していない場合 

（２） （略） （２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ （略） ３ （略） 

 （１） 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった  （１） 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった
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行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられなかった場合 行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合 

 （２）・（３） （略）  （２）・（３） （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対

し、その者の基準日以前における市長が規則で定める期間の人事評

価の結果及び基準日以前６箇月以内の期間における勤務の状況に応

じてそれぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給す

る。これらの基準日前１箇月以内に退職し、若しくは法第１６条第

１号に該当して法第２８条第４項の規定により失職し、又は死亡し

た職員（市長が規則で定める職員を除く。）についても同様とす

る。 

第２１条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対

し、その者の基準日以前における市長が規則で定める期間の人事評

価の結果及び基準日以前６箇月以内の期間における勤務の状況に応

じてそれぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給す

る。これらの基準日前１箇月以内に退職し                   

                        、又は死亡し

た職員（市長が規則で定める職員を除く。）についても同様とす

る。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に

従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならな

い。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に

従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならな

い。 

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しく

は失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職

し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受ける

べき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に、６月に支給する場合には１００分の９２．５、１

２月に支給する場合には１００分の９７．５を乗じて得た額の総

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し      

   、又は死亡した職員にあっては、退職           

 、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受ける

べき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に、６月に支給する場合には１００分の９２．５、１

２月に支給する場合には１００分の９７．５を乗じて得た額の総
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額 額 

（２） （略） （２） （略） 

３～６ （略） ３～６ （略） 

（休職者の給与） （休職者の給与） 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 法第２８条第２項の規定により休職にされた職員には、他の条例

に別段の定めがない限り、前４項に定める給与のほか、他のいかな

る給与も支給しない。 

５ 法第２８条第２項の規定により休職にされた職員には、他の条例

に別段の定めがない限り、前各項に定める給与のほか、他のいかな

る給与も支給しない。 

６ 第２項又は第３項に規定する職員が、当該各項に    規定する期

間内で、第２０条第１項に規定する基準日前１箇月以内に退職し、

若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定によ

り失職し、又は死亡したときは第２０条第１項の規定により市長が

規則で定める日に当該各項の                        例による額

の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める

職員については、この限りでない。 

６ 第２項又は第３項に規定する職員が、これらの規定に規定する期

間内で、第２０条第１項に規定する基準日前１箇月以内に退職し    

                                

    、又は死亡したときは第２０条第１項の規定により市長が

規則で定める日に、それぞれ第２項又は第３項の規定の例による額

の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める

職員については、この限りでない。 

７ （略） ７ （略） 
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豊明市職員の給与に関する条例（昭和４７年条例第３４号）新旧対照表 （第３条関係） 

現行 改正後（案） 

（住居手当） （住居手当） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

（１） 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）

を借り受け、月額１２，０００円を超える家賃（使用料を含む。

以下同じ。）を支払っている職員（市が設置する公舎を貸与さ

れ、使用料を支払っている職員その他市長が規則で定める職員を

除く。） 

（１） 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）

を借り受け、月額１６，０００円を超える家賃（使用料を含む。

以下同じ。）を支払っている職員（市が設置する公舎を貸与さ

れ、使用料を支払っている職員その他市長が規則で定める職員を

除く。） 

（２） 第１５条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を

支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する

公舎その他市長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額

１２，０００円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのも

のとの権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定

めるもの 

（２） 第１５条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を

支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する

公舎その他市長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額

１６，０００円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのも

のとの権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定

めるもの 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各

号に掲げる額（当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該

各号に掲げる額の合計額）とする。 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各

号に定める額（当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該

各号に定める額の合計額）とする。 

（１） 前項第１号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、

それぞれ次に掲げる額（その額に１００円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てた額）に相当する額 

（１） 前項第１号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、

それぞれ次に定める額（その額に１００円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てた額）に相当する額 

ア 月額２３，０００円以下の家賃を支払っている職員 

家賃の月額から１２，０００円を控除した額を超えない範囲内で

ア 月額２７，０００円以下の家賃を支払っている職員 

家賃の月額から１６，０００円を控除した額を超えない範囲内で
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市長が規則で定める額 市長が規則で定める額 

イ 月額２３，０００円を超える家賃を支払っている職員 

家賃の月額から２３，０００円を控除した額の２分の１（その控

除した額の２分の１が１６，０００円を超えるときは、１６，０

００円）を１１，０００円に加算した額を超えない範囲内で市長

が規則で定める額 

イ 月額２７，０００円を超える家賃を支払っている職員 

家賃の月額から２７，０００円を控除した額の２分の１（その控

除した額の２分の１が１７，０００円を超えるときは、１７，０

００円）を１１，０００円に加算した額を超えない範囲内で市長

が規則で定める額 

（２） （略） （２） （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従

い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、

任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ご

との総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従

い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、

任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ご

との総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項におい

て同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額を加算した額に、６月に支給する場合に

は１００分の９２．５、１２月に支給する場合には１００分の９

７．５を乗じて得た額の総額 

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項におい

て同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の９５                             

                               

   を乗じて得た額の総額 

（２）  （略） （２）  （略） 

３～６ （略） ３～６ （略） 
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豊明市職員の旅費に関する条例（昭和４８年豊明市条例第３１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（旅費の支給） （旅費の支給） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 職員又は遺族が次の各号の１      に該当する場合には、当該各号

に掲げる者に対し旅費を支給する。 

（１）～（５） （略） 

２ 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号

に掲げる者に対し旅費を支給する。 

（１）～（５） （略） 

３ 職員が前項第１号又は第４号の規定に該当する場合において、地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条第２号から第５号又は

第２９条第１項各号の規定により退職等となった場合には、前項の規定

にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。 

３ 職員が前項第１号又は第４号の規定に該当する場合において、地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号            又は

第２９条第１項各号の規定により退職等となったときは 、前項の規定

にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。 

４ （略） ４ （略） 

５ 第１項、第２項及び前項の規定により旅費の支給を受けることがで

きる者（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることがで

きる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。）がその

出発前に次条第３項の規定により旅行命令又は旅行依頼（以下「旅行命

令等」という。）を変更（取消しを含む。以下同じ。）され、又は死亡

した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当

該金額のうちその者の損失となった金額で市長が規則で定めるものを旅

費として支給することができる。 

５ 第１項、第２項及び前項の規定により旅費の支給を受けることがで

きる者（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることがで

きる場合には、当該扶養親族を含む                      。）がその

出発前に次条第３項の規定により旅行命令又は旅行依頼（以下「旅行命

令等」という。）を変更（取消しを含む。以下同じ。）され、又は死亡

した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当

該金額のうちその者の損失となった金額で市長が規則で定めるものを旅

費として支給することができる。 

６ 第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることが

できる者                                                        

６ 第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることが

できる者（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることが
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                                        が、旅行中交通機関の事

故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額（概

算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相

当する金額）の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額

の範囲内で市長が規則で定める金額を旅費として支給することができ

る。 

できる場合には、当該扶養親族を含む。）が、旅行中交通機関の事故又

は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額（概算払

を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当す

る金額）の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範

囲内で市長が規則で定める金額を旅費として支給することができる。 

 



議案第９０号参考資料 

1/1 

豊明市立保育所設置条例（昭和４９年豊明市条例第１１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 

沓掛保育園 豊明市沓掛町森元４番地 

青い鳥保育園 豊明市三崎町高鴨１番地１ 

二村台保育園 豊明市二村台３丁目１番地１ 

舘保育園 豊明市栄町西大根３０番地２７３ 

中部保育園 豊明市新田町門先１０番地１０ 

内山保育園 豊明市栄町内山６７番地５ 

東部保育園 豊明市沓掛町柿ノ木３番地 

栄保育園 豊明市新栄町二丁目３３３番地 

南部保育園 豊明市栄町坂畑１００番地 

西部保育園 豊明市間米町鶴根１２１２番地６６ 
 

名称 位置 

沓掛保育園 豊明市沓掛町森元４番地 

青い鳥保育園 豊明市三崎町高鴨１番地１ 

二村台保育園 豊明市二村台３丁目１番地１ 

舘保育園 豊明市栄町西大根３０番地２７３ 

中部保育園 豊明市新田町門先１０番地１０ 

内山保育園 豊明市栄町内山６７番地５ 

栄保育園 豊明市新栄町二丁目３３３番地 

南部保育園 豊明市栄町坂畑１００番地 

西部保育園 豊明市間米町鶴根１２１２番地６６ 
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議案第９１号参考資料 

豊明市道路占用料条例（昭和６１年豊明市条例第１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（占用料の額） （占用料の額） 

第２条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める額とする。           

                                                              

                                                              

    

第２条 占用料の額は、愛知県道路占用料条例（昭和４３年愛知県条例

第８号）別表に定める年額とする。ただし、年額の定めがないものに

ついては、月額に１２を乗じて得た額とし、年額及び月額の定めがな

いものについては、日額に３６５を乗じて得た額とする。 

別表（第２条関係） 

道路占用料 

別表 削除 

【別記1 参照】  

備考 

１ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。

以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設

置するものに限る。以下この号において同じ。）を支持するもの

を、第２種電柱とは、電柱のうち４条又は５条の電線を支持する

ものを、第３種電柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持する

ものをいう。 

２ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に

供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同

じ。）のうち３条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置す

るものに限る。以下この号において同じ。）を支持するものを、
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第２種電話柱とは、電話柱のうち４条又は５条の電線を支持する

ものを、第３種電話柱とは、電話柱のうち６条以上の電線を支持

するものをいう。 

３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電

柱又は電話柱に設置する電線をいう。 

４ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが１

平方メートル若しくは１メートル未満であるとき、又はこれらの

面積若しくは長さに１平方メートル若しくは１メートル未満の端

数があるときは、１平方メートル又は１メートルとして計算する

ものとする。 
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【別記1】 

 

現行 

占用物件の種類 区分 単位 占用料（円） 

法第３２条第１項第１号に掲

げる工作物 

第１種電柱 １本１年につき ９１０ 

第２種電柱 １本１年につき １，４００ 

第３種電柱 １本１年につき １，９００ 

第１種電話柱 １本１年につき ８２０ 

第２種電話柱 １本１年につき １，３００ 

第３種電話柱 １本１年につき １，８００ 

その他の柱類 １本１年につき ８２ 

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートル１年につき ８ 

地下に設ける電線その他の線類 長さ１メートル１年につき ５ 

路上に設ける変圧器 １個１年につき ８００ 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メートル１年につ

き 

４９０ 

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 １個１年につき １，６００ 

郵便差出箱及び信書便差出箱 １個１年につき ６９０ 

広告塔 表示面積１平方メートル１年につ ２，６００ 
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き 

その他のもの 占用面積１平方メートル１年につ

き 

１，６００ 

法第３２条第１項第２号に掲

げる物件 

外径が０．０７メートル未満のもの 長さ１メートル１年につき ３４ 

外径が０．０７メートル以上０．１メートル未満のもの 長さ１メートル１年につき ４９ 

外径が０．１メートル以上０．１５メートル未満のもの 長さ１メートル１年につき ７３ 

外径が０．１５メートル以上０．２メートル未満のもの 長さ１メートル１年につき ９８ 

外径が０．２メートル以上０．３メートル未満のもの 長さ１メートル１年につき １５０ 

外径が０．３メートル以上０．４メートル未満のもの 長さ１メートル１年につき ２００ 

外径が０．４メートル以上０．７メートル未満のもの 長さ１メートル１年につき ３４０ 

外径が０．７メートル以上１．０メートル未満のもの 長さ１メートル１年につき ４９０ 

外径が１．０メートル以上のもの 長さ１メートル１年につき ９８０ 

法第３２条第１項第３号及び

第４号に掲げる施設 

  占用面積１平方メートル１年につ

き 

１，６００ 

法第３２条第１項第５号に掲

げる施設 

上空に設ける通路 占用面積１平方メートル１年につ

き 

１，３００ 

地下に設ける通路 占用面積１平方メートル１年につ

き 

７７０ 

その他のもの 占用面積１平方メートル１年につ

き 

１，６００ 



5/5 

法第３２条第１項第６号に掲

げる施設 

  占用面積１平方メートル１年につ

き 

２，６００ 

令第７条第１号に掲げる物件 看板 表示面積１平方メートル１年につ

き 

２，６００ 

標識 １本１年につき １，３００ 

その他のもの 占用面積１平方メートル１年につ

き 

２，６００ 

令第７条第２号に掲げる工作

物 

 占用面積１平方メートル１年につ

き 

１，６００ 

令第７条第４号から第１３号

までに掲げるもの 

 占用面積１平方メートル１年につ

き 

２，６００ 
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豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例（平成２４年豊明市条例第１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（区域外流入） （区域外流入） 

第２条 この条例において「区域外流入」とは、豊明市都市計画下水道

事業受益者負担に関する条例（平成２年豊明市条例第３号）         

                                                              

   に規定する賦課対象区域以外の区域から汚水を公共下水道へ流入

させることをいう。 

第２条 この条例において「区域外流入」とは、豊明市都市計画下水道

事業受益者負担に関する条例（平成２年豊明市条例第３号）及び豊明

市公共下水道事業受益者分担に関する条例（令和元年豊明市条例第 

号）に規定する賦課対象区域以外の区域から汚水を公共下水道へ流入

させることをいう。 

（受益者） （受益者） 

第３条 この条例において「受益者」とは、区域外流入をする土地  の

所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借に

よる権利（一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは

賃貸借による権利を除く。）の目的となっている土地  については、

当該土地  の所有者とそれぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借

人の協議により、受益者を定めるものとする。 

第３条 この条例において「受益者」とは、区域外流入をする建築物の

所有者をいう。ただし、        質権又は使用貸借若しくは賃貸借に

よる権利（一時使用のために設定された          使用貸借又は    

賃貸借による権利を除く。）の目的となっている建築物については、

当該建築物の所有者とそれぞれ          質権者、使用借主又は賃借

人の協議により、受益者を定めるものとする。 

２ 建築物が集合建築物（集合住宅又は雑居ビル等をいう。）又は共有

建築物の場合は、その様態を勘案して市長がそれぞれの受益者を定め

ることができる。 

（分担金の額） （分担金の額） 

第４条 分担金の額は、１水道メーター当たり１７６，２００円   

                               

とする。 

第４条 分担金の額は、別表に掲げる１水道メーター当たりの分担金の

額に、当該受益者が所有する建築物の水道メーター数を乗じて得た額 

とする。 
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（集合住宅の特例）  

第５条 前２条の規定にかかわらず、集合住宅においては、その管理者

を受益者とみなす。この場合において、分担金の額は、１７６，２０

０円 にあらかじめ許可を受けた戸数を乗じて得た額とする。 

 

（分担金の賦課及び徴収） （分担金の賦課及び徴収） 

第６条 下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、区域外流入

をする土地  に係る受益者ごとに、前２条の規定により算出した分担

金の額を定め、これを賦課するものとする。 

第５条 市長                                      は、区域外流入

をする建築物に係る受益者ごとに、前条 の規定により算出した分担

金の額を定め、これを賦課するものとする。 

２ 管理者は、前項の規定により分担金を定めたときは、遅滞なく、当

該分担金の額、納付期限等を受益者に通知しなければならない。 

２ 市長  は、前項の規定により分担金を定めたときは、遅滞なく、当

該分担金の額、納付期限等を受益者に通知しなければならない。 

３ 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、管理者が特に必

要と認めたときは、この限りでない。 

３ 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、市長  が特に必

要と認めたときは、この限りでない。 

（分担金の徴収猶予） （分担金の徴収猶予） 

第７条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分

担金の徴収を猶予することができる。 

第６条 市長  は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分

担金の徴収を猶予することができる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。 （２） 前号に掲げるもののほか、市長  が特に必要と認めるとき。 

（分担金の減免） （分担金の減免） 

第８条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地  について

は、分担金を徴収しないものとする。 

第７条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物について

は、分担金を徴収しないものとする。 

２ 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免す

ることができる。 

２ 市長  は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免す

ることができる。 
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（１） 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定し

ている土地  に係る受益者 

（１） 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定し

ている建築物に係る受益者 

（２） 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している

土地 に係る受益者 

（２） 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している 

建築物に係る受益者 

（３） 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地  に係

る受益者 

（３） 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係

る受益者 

（４） 前３号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を

減免する必要があると認められる土地  に係る受益者 

（４） 前３号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を

減免する必要があると認められる建築物に係る受益者 

（延滞金） （延滞金） 

第９条 管理者は、第６条の納付期限までに、分担金を納入しない者が

あるときは、当該分担金の額にその納付期限の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（当該納付期限の翌日か

ら１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）の

割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を徴収するものとす

る。 

第８条 市長  は、第６条の納付期限までに、分担金を納入しない者が

あるときは、当該分担金の額にその納付期限の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（当該納付期限の翌日か

ら１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）の

割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を徴収するものとす

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 管理者は、受益者が納付期限までに分担金を納付しなかったことに

ついて、やむを得ない理由があると認められる場合には、第１項の延

滞金を減免することができる。 

４ 市長  は、受益者が納付期限までに分担金を納付しなかったことに

ついて、やむを得ない理由があると認められる場合には、第１項の延

滞金を減免することができる。 

第１０条 （略） 第９条 
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 別表（第４条関係） 

水道メーター口径等 １水道メーター当たりの分担金額 

φ１３ｍｍ １７６，２００円 

φ２０ｍｍ ４２０，１００円 

φ２５ｍｍ ６５６，１００円 

φ３０ｍｍ ９４５，８００円 

φ４０ｍｍ １，６８３，４００円 

φ５０ｍｍ ２，６３０，０００円 

φ７５ｍｍ ５，９１９，４００円 

井戸水 １７６，２００円 
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